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■
評
価
替
え
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で

土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

人
が
納
め
る
税
金
で
す
。
税
額
は
、
固
定
資

産
評
価
額
を
も
と
に
算
出
し
ま
す
が
、
こ
の

評
価
額
を
３
年
に
一
度
見
直
す
こ
と
が
、
地

方
税
法
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
見
直
し
の
内
容

●
土
地
（
宅
地
）

　

商
業
地
や
住
宅
地
な
ど
の
利
用
状
況
に
応

じ
て
再
区
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
一
部
の

地
域
で
は
、
価
格
水
準
が
見
直
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
評
価
額
が
増
加
す
る
場
合
は
税

額
が
急
増
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
な
だ

ら
か
に
税
負
担
を
引
き
上
げ
る
「
負
担
調
整

措
置
」
を
行
い
ま
す
。

●
土
地
（
山
林
）

　

全
国
的
に
山
林
価
格
が
下
落
傾
向
に
あ
る

た
め
、
評
価
額
の
引
き
下
げ
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
砂
防
指
定
地
内
の
山
林
に
つ
い
て

は
、
砂
防
指
定
さ
れ
て
い
る
地
積
の
割
合
に

応
じ
て
、
評
価
額
の
減
額
を
行
い
ま
す
。

村
上
市
の
自
殺
の
現
状

　

市
で
は
、
平
成
30
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で

の
５
年
間
に
、
67
人
が
自
殺
に
よ
り
命
を
落

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
70
歳
代
以
降
は

31
人
（
46
・
３
％
）
と
、
高
齢
者
が
多
い
傾

向
に
あ
り
ま
す
（
表
１
）。

高
齢
者
の
自
殺
の
原
因

　

高
齢
者
の
自
殺
の
原
因
は
、
健
康
問
題
（
身

体
の
病
気
、
う
つ
病
な
ど
）
や
家
庭
問
題
（
家

族
の
死
亡
、
家
族
関
係
の
不
和
な
ど
）
が
上

位
を
占
め
て
お
り
、「
喪
失
体
験
」
や
「
社
会

的
孤
立
」
に
絡
ん
だ
出
来
事
が
引
き
金
と
な
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
。　

　

自
殺
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
悩
み
が
複
雑

に
関
係
し
、
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
殺
す
る

前
に
、
う
つ
病
な
ど
の
症
状
が
現
れ
る
人
も

多
く
い
ま
す
。

高
齢
者
の
う
つ
病
の
症
状

　

高
齢
者
の
う
つ
病
は
、
気
分
低
下
や
う
つ

思
考
よ
り
も
「
体
が
だ
る
い
」「
食
欲
が
な
い
」

な
ど
の
身
体
的
な
訴
え
が
目
立
ち
や
す
い
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
物
忘
れ
」
な
ど

の
症
状
も
見
ら
れ
る
た
め
、
認
知
症
と
間
違

わ
れ
や
す
く
、
本
人
も
周
囲
も
不
調
に
気
づ

か
な
い
う
ち
に
状
態
が
悪
化
し
、
最
終
的
に

自
殺
に
至
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
認

知
症
と
比
べ
て
、
何
か
の
約
束
を
し
た
こ
と

は
覚
え
て
い
る
が
日
付
な
ど
の
一
部
を
忘
れ

る
、
家
事
な
ど
の
手
順
は
分
か
る
が
で
き
な

い
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

大
切
な
命
を
守
る
た
め
に

　

高
齢
者
の
う
つ
病
は
自
覚
し
に
く
く
、
周

り
か
ら
見
て
も
分
か
り
に
く
い
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、「
い
つ
も
と
違
う
」
状
態

に
気
づ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

表
情
が
暗
い
、
口
数
が
減
っ
た
な
ど
の
状

態
が
続
い
て
い
る
人
が
周
囲
に
い
た
ら
、
声

を
か
け
て
話
を
聞
き
、
下
記
の
相
談
機
関
に

つ
な
ぐ
な
ど
、
見
守
り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

表
２
は
、
こ
こ
ろ
の
不
調
の
サ
イ
ン
で
す
。

こ
れ
ら
の
症
状
が
２
週
間
以
上
続
き
、
日
常

生
活
に
支
障
が
出
て
い
る
人
、
身
体
や
心
の

不
調
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
人
は
、
ま
ず
は
身

近
な
人
や
相
談
機
関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

相
談
機
関

●
新
潟
県
こ
こ
ろ
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‐
７
８
３
‐
０
２
５

●
村
上
保
健
所

　

☎
53
‐
８
３
６
９

●
保
健
医
療
課
健
康
支
援
室

　

☎
53
‐
３
３
６
４

●
介
護
高
齢
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
75
‐
８
９
３
７

●
各
支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室

　

荒
川
：
☎
62
‐
３
１
０
４

　

神
林
：
☎
66
‐
６
１
１
３

　

朝
日
：
☎
72
‐
６
８
８
７

　

山
北
：
☎
77
‐
３
１
１
３

●
家
屋

　

令
和
５
年
中
に
新
築
ま
た
は
増
築
し
た
家

屋
は
、
令
和
６
年
度
評
価
基
準
で
評
価
額
を

決
定
し
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
家
屋
は
、
令
和

５
年
度
の
評
価
額
と
令
和
６
年
度
評
価
基
準

に
基
づ
い
て
計
算
し
た
評
価
額
を
比
較
し
、
低

い
額
を
評
価
額
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
中
に
住
宅
を
新
築
し
た

人
は
、
３
年
間
の
減
額
措
置
が
終
わ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
償
却
資
産

　

令
和
５
年
中
に
増
加
し
た
資
産
は
、
令
和

６
年
度
評
価
基
準
で
評
価
額
を
決
定
し
ま
す
。

異
動
の
な
い
資
産
は
、
資
産
ご
と
に
耐
用
年

数
に
応
じ
た
減
価
残
存
率
を
乗
じ
て
評
価
額

を
決
定
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
税
務
課
資
産
税
室　
☎
75
‐
８
９
２
９

問
い
合
わ
せ
保
健
医
療
課
健
康
支
援
室　
☎
53
‐
３
３
６
４

令
和
６
年
度
は

固
定
資
産
の
評
価
替
え
の
年
で
す

～
３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す
～

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・閲覧
　納税者が、自分の土地や家屋の評価額が適正か判断
できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿を
開示します。

期　間　４月１日㈪～４月30日㈫
　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　※土・日曜日、祝日は除く
ところ　税務課、各支所地域振興課市民生活室
その他　�本人確認書類などの提示をお願いします。納

税者の代理の場合は委任状が必要となります。
※縦覧：�納税者が、ほかの固定資産（土地・家屋）と

比較して評価額が適正か判断できる制度
※閲覧：�自分の固定資産（土地・家屋・償却資産）を

確認できる制度

償却資産の申告はお済みですか？
　償却資産の申告書が届いた人は、必ず提出をお願い
します。

　土地と家屋の評価額
は、４月中旬に固定資産
税の納税通知書と一緒に
送付する課税明細書で確
認できます。

【表２】こころの不調のサイン

□気分が落ち込み、憂
ゆううつ

鬱になる
□楽しみにしていた活動に興味がなくなる
□普段より食欲が落ちた、または増えた
□ほとんど毎晩眠れない
□話し方や動作が遅いと指摘される
□いつもより疲れやすい
□自分は価値のない人間だと感じる
□�物事に集中できなくなっている、考えがま
とまらない
□死について何度も考えるようになっている
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【表1】平成30年～令和４年 市年代別・男女別自殺者数（単位：人）

■男性　■女性　厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より
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